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日田市条例第１号 

   日田市手話言語条例 

前文 

 言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。手

話は、音声言語と異なる言語であり、手指や体の動き、表情を用いて意見や感情を視覚的に表現する言語である。 

 ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え文化を創造するために

必要な言語として手話を大切に育んできた。 

 平成18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約において、言語には手話その他の非音声言語を含むことが明記され、

我が国においても、平成23年に改正された障害者基本法において、言語に手話を含むことが規定された。 

 また、本市においても「日田市障がいによる差別を解消し誰もが心豊かに暮らせるまちづくり条例」において、手話を言語の一つと

とらえ、意思疎通のための利用や情報取得の手段として拡大が図られることとしているが、手話が日常の様々な場面にまで普及し、ろ

う者が不便や不安を感じることなく暮らすことのできる社会の実現には十分に至っているとは言えない。 

 このような状況を踏まえ、手話への理解の促進と手話の普及をこれまで以上に推進し、ろう者が手話を使って地域で安心して暮らす

ことのできる社会を目指し、この条例を制定する。 

 （目的） 

第１条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進、手話の普及及び手話による円滑な意思疎通の支援に

関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項等を定めること

により、手話を通じて全ての市民が相互に人格及び個性を尊重し、地域で安心して暮らすことのできる社会を実現することを目的と

する。 



 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ ろう者 手話を日常的にコミュニケーションの手段として用い、又は用いようとする聴覚に障がいのある者をいう。 

 ⑵ 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。 

 ⑶ 事業者 市内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。 

 （基本理念） 

第３条 手話への理解の促進、手話の普及及び手話による円滑な意思疎通の支援は、手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者が手

話による円滑な意思疎通を図る権利を有し、その権利が全ての市民に尊重されることを基本として行わなければならない。 

 （市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、手話への理解の促進、手話の普及及び手話による円

滑な意思疎通の支援を図るため、ろう者の意見に配慮した上で必要な施策を推進するものとする。 

 （市民及び事業者の役割） 

第５条 市民及び事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策及び手話による意思疎通をはじめとするろう者への合理

的配慮の提供に協力するよう努めるものとする。 

 （施策の推進） 

第６条 市は、障害者基本法（昭和45年法律第84号）第11条第３項の規定により策定する市町村障害者計画及び障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第88条第１項の規定により策定する市町村障害福祉計画において、

次に掲げる施策を定め、総合的かつ計画的に実施するものとする。 

 ⑴ 手話への理解の促進及び手話の普及に関する施策 

 ⑵ 手話による情報発信及び情報取得に関する施策 

 ⑶ 手話による円滑な意思疎通の支援に関する施策 

 ⑷ 手話技術を持つ人材の養成 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策 

 （災害時の措置） 



第７条 市は、災害時において、ろう者に対し、手話をはじめとする意思疎通の支援その他必要な措置を講ずるものとする。 

 （財政上の措置） 

第８条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 （その他） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


